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平成１６年７月２６日

社団法人高層住宅管理業協会会長 殿

国土交通省総合政策局不動産業課長

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に

ついて

標記については、平成１６年７月 日付けで公布、平成１６年８月１日から管理業務30

主任者の登録及び監督に関する事務が国土交通大臣から地方整備局長、北海道開発局長

及び沖縄総合事務局長（以下「地方整備局長等」という ）に委任されることとなったの。

で、下記のとおりお知らせいたしますとともに、関係各位へのご周知の程、宜しくお願

い致します。

記

１．委任される事務について

国土交通本省から地方整備局等に委任される事務は別紙１に掲げるとおりです。

なお、今般の事務委任までに大臣が行った登録等、大臣に対してした申請等は、それ

ぞれ地方整備局長等の登録、地方整備局長等に対してした申請等とみなされることとな

っています。

２．管理業務主任者登録に係る申請書等の送付先について

現在、国土交通本省に送付頂いている管理業務主任者登録に係る申請書等は、管理業

務主任者の住所地を管轄する地方整備局等（別紙２参照）へ送付して頂くことになりま

す。８月１日以降の到達が見込まれる申請書等については、あらかじめ地方整備局等あ

てに申請等頂くよう、ご協力方宜しくお願い致します。

その際、今般の省令改正によって各種申請様式の宛先が変更（別紙３参照）されてい

ますので、ご注意願います。



別紙１

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

概要

１．地方整備局長等に委任する事務

以下の事務については、管理業務主任者等の住所地を管轄する地方整備局長等に

委任する（ただし、⑤、⑥及び⑧については、国土交通大臣も権限を行うことがで

きることとする 。）

①法第５９条に基づく管理業務主任者試験に合格した者に対する登録事務

②法第６０条に基づく管理業務主任者証の交付等の事務

③法第６１条に基づく管理業務主任者証の有効期間の更新事務

④法第６２条に基づく登録事項の変更届出の受理

⑤法第６４条に基づく管理業務主任者に対する指示・事務禁止処分

⑥法第６５条に基づく管理業務主任者の登録取消

⑦法第６６条に基づく管理業務主任者の登録消除

⑧法第６７条に基づく管理業務主任者に対する報告聴取

⑨規則第７０条に基づく管理業務主任者登録申請書の受理

⑩規則第７１条に基づく登録後の通知

⑪規則第７６条に基づく変更された登録事項の登録、通知

⑫規則第７７条に基づく管理業務主任者証の再交付申請の受理等

⑬規則第７８条に基づく管理業務主任者の登録取消の通知等

⑭規則第８０条により読み替えて準用する第３１条に基づく管理業務主任者が死

亡した場合等の届出の受理

また、⑤及び⑧については、管理業務主任者の住所地を管轄する地方整備局長等でない

他の地方整備局長等であっても、当該地方整備局長が管轄する区域内で事務を行う管理業

務主任者に対しては権限を行うことができることとする。

２．附則関係

①施行期日：平成１６年８月１日

②経過措置規定

③地方整備局組織規則の改正（上記に係る事務を所掌事務に追加）

④北海道開発局組織規則の改正（同上）
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別紙２

管理業務主任者登録申請等窓口一覧表

部 局 名 所 在 地 管轄する地域

北海道開発局 事業振興部 〒０６０－８５１１ 北海道

建設産業課 札幌市北区北８条西２丁目

札幌第一合同庁舎

０１１（７０９）２３１１

東北地方整備局　建政部　　　　　　〒９８０－８６０２ 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、

計画・建設産業課　　　　　　　　　仙台市青葉区二日町９－１５ 山形県、福島県

０２２（２２５）２１７１

関東地方整備局　建政部　　　　　　〒３３０－９７２４ 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、

建設産業課　　　　　　　　　　　　さいたま市中央区新都心２－１ 千葉県、東京都、神奈川県、

さいたま新都心合同庁舎二号館 山梨県、長野県

０４８（６０１）３１５１

北陸地方整備局　建政部　　　　　　〒９５１－８５０５ 新潟県、富山県、石川県

計画・建設産業課　　　　　　　　　新潟市白山浦１－４２５－２

０２５（２６６）１１７１

中部地方整備局　建政部　　　　　　〒４６０－８５１４ 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

建設産業課　　　　　　　　　　　　名古屋市中区三の丸２－５－１

名古屋合同庁舎第二号館

０５２（９５３）８５７２

近畿地方整備局　建政部　　　　　　〒５４０－８５８６ 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、

建設産業課　　　　　　　　　　　　大阪市中央区大手前１－５－４４ 兵庫県、奈良県、和歌山県

大阪合同庁舎第一号館

０６（６９４２）１１４１

中国地方整備局　建政部　　　　　　〒７３０－００１３ 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、

計画・建設産業課　　　　　　　　　広島市中区八丁堀２－１５ 山口県

０８２（２２１）９２３１

四国地方整備局　建政部　　　　　　〒７６０－８５５４ 徳島県、香川県、愛媛県、高知県

計画・建設産業課　　　　　　　　　高松市福岡町４－２６－３２

０８７（８５１）８０６１

九州地方整備局　建政部　　　　　　〒８１２－００１３ 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、

計画・建設産業課　　　　　　　　　福岡市博多区博多駅東２－１０－７ 大分県、宮崎県、鹿児島県

福岡第二合同庁舎別館

０９２（４７１）６３３１

沖縄総合事務局　開発建設部　　　　〒９００－８５３０ 沖縄県

建設行政課　　　　　　　　　　　　那覇市前島２－２１－７

０９８（８６６）００３１


